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学校施設の在り方に関する調査研究について 

 

平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ ９ 日

大 臣 官 房 長 決 定 

平成２７年４月１日 改  

 

 

１  

  年の社会変化に対応するため 今後の学校施設の在り方及び指針の策定

に関する調査研究を行う。 

 

２ 調査研究事項 

 （１）今後の学校施設の在り方について 

 （２）学校施設整備指針の策定について 

 （３）その他 

 

３ 実施方法 

（１）別 の学識経験者等の協力を得て、２に掲 る事項について調査研究を行う。

 （２）（１）の他 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査および研究

の状 を するため 別 ２に掲 る特別協力者の参画を得る。 

 （３）必要に応じ その他の関係者の協力を求めることができる。 

 

４ 実施期間 

  平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までとする。 

 

５ その他 

  この調査研究に関する 務は 大臣官房文教施設企画部施設企画課におい

て行う。 
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（別 ） 

 

学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議委員名  

 

  名          職    名 

     大学教育学部教授 

   月  都立高 特別支援学校長 

   一  十文 学 子大学人間生活学部児童教育学科教授 

上     都大学 学長 

     大学名 教授 

工     大学理工学部教授 

小  都夫  公益社団法人日本 全国協議会副会長 

     一般財団法人運 政策研究機構運 政策研究所所長 

高 際 都子  学校法人 教育学 中学高等学校副校長 

     市教育委員会事務局教育環境整備推進室長 

長     大学名 教授 

中  正 人  日 市立日 第四小学校長 

中     大学生 研究所教授 

長   一  都立 総合高等学校長 

成   夫  学 大学教育学部教授 

   大 区立御 中学校長 

 村  子  文 学院大学副学長 

御手     公益財団法人修養団理事長 

   要  大学大学院工学研究科教授 

 重  二  一 大学大学院経 学研究科教授 

   一  大学人間発達科学部教授 

 

 （以上２１名 五十 称 ） 

（ 主査 副主査） 

 

（別 ２） 

 

学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議特別協力者名  

 

  名          職    名 

      国立教育政策研究所文教施設研究 ン ー長 

屋 敷     国立教育政策研究所教育政策・評価研究部総 研究官 

 

      （以上２名 五十 称 ） 
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学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議 

小中一貫教育推進のための学校施設部会委員名  

 

  名          職    名 

       電機大学情報環境学部教授 

   子 工業大学工学部助教 

       大学人間科学学 院 教授 

   水  一 都市教育委員会総務部総務課長 

高  政    株式会社 本 築事務所名 屋支所部長 

   内 子    市立 小学校長 

長       大学名 教授 

  直    大学人間系教育学域教授 

  正     関 学院大学 築・環境学部長 

  直  市総合教育 ン ー研修指導員 

（以上１０名 五十 称 ） 

（ 部会長） 

 

 

 

 

学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議 

小中一貫教育推進のための学校施設部会特別協力者名  

 

  名          職    名 

       国立教育政策研究所文教施設研究 ン ー長 

 

（以上１名 称 ） 

 

 

 

小中一貫教育 進のための学校施設 会 は、 年 から 年３ で設置

（ は 年３ ）。 
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学校施設の在り方に関する調 協力者会議 

小中一貫教育推進のための学校施設 会の検 経  
 

1 会（ 成 25 年 2 8 ）

・ からの （ の小中一貫教育）、 議  
 

  現地  施設一 の小中一貫教育校 8 校、小中 教育校 4 校 

 

 2 会（ 成 25 年 8 28 ） 

・  

・ からの （ 学 の施設 ） 

・小中一貫教育校の学校施設の する つ  等 
 

 ン ート調  各教育委員会に調  

 

● 14 学校施設の在り方に関する調 協力者会議（ 成 25 年 10 29 ） 

・ 会の （ 調 ） 

 

 3 会（ 成 25 年 12 20 ） 

・ からの （小中一貫教育の と課 ） 

・ 調 の 等

 

● 15 学校施設の在り方に関する調 協力者会議（ 成 26 年 2 27 ） 

・ 会の （ 調 の ） 

 

 4 会（ 成 26 年 9 9 ） 

・ 調 の  等 
 

 現地  施設一 小中一貫教育校 4 校、施設分 小中一貫教育校 3 校 

 

中 教育 議会 等中 教育分科会小中一貫教育特別 会（ 6 ）において、 

小中一貫教育推進のための学校施設 会の検 状況を 明（ 成 26 年 10 14 ） 

 

 5 会（ 成 26 年 11 27 ） 

・ 調 の  

・ （ ）の  等 

● 17 学校施設の在り方に関する調 協力者会議（ 成 26 年 12 9 ） 

・ 会の （ 調 の 、 （ ）） 

 

 6 会（ 成 27 年 1 30 ） 

・ （ ）の   

 

 7 会（ 成 27 年 2 27 ） 

・ （ ）の   

 

● 18 学校施設の在り方に関する調 協力者会議（ 成 27 年 7 27 ） 

・ （ ）の  
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  小中一貫教育に適した学校施設の在り方について（概要） 
 

～子供たちの９年間の学びを支える施設環境の充実に向けて～ 

第１部 小中一貫教育に適した学校施設の在り方 

  第１章 背景 

第３章 小中一貫教育に適した学校施設の在り方 

小中一貫教育の制度化 

小中一貫教育の制度化に対応した 
施設整備の必要性 

● 小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う「義  
 務教育学校」を新たな学校種として規定 

第４章 国による支援策 

●財政支援  ● 学校施設整備指針への反映  ●学校施設の計画・設計プロセス構築の支援  ●普及啓発 

  第２章 小中一貫教育を実施する学校施設の現状、課題 

● ９年間一貫した学校運営ができるとともに、児童生徒の 
 発達段階に応じ、安全性を備えた施設環境の確保が必要 
 

● 各地域の先行的な取組などを通じて、効果的な対応策  
 や配慮すべき事項に留意して計画・設計することが必要 

第１ 小中一貫教育に適した学校施設の基本的考え方 

第２ 小中一貫教育に適した学校施設の計画・設計における留意事項 

計画・設計プロセスの構築 

施設の規模、形態の設定 

既存学校施設の有効活用 

地域と共にある学校施設の整備 

施設一体型の留意事項 

施設隣接型・分離型の留意事項 

1 

2 

4 

5 

6 

3 

施設整備に関する課題への対応の必要性 

 ①計画・設計プロセスの構築  ②施設規模の設定 
 ③施設形態の設定          ④既存学校施設の有効活用 

 小中一貫教育に取り組む市町村は211（約１割） 
 取組の総件数は1130件               ※H26年5月現在 

 ⇒ 早い段階から関係者が参画する計画・設計プロセスを構築 
 ⇒ 学校施設づくりの明確な目標を設定し、関係者で共有・継承 

 ⇒ 施設規模の設定は、地域の実情を踏まえ長期的視点に立って実施 
 ⇒ ９年間一貫した教育活動や学校運営の実施に適した施設形態を設定 

 ⇒ 小中一貫した教育課程に対応した施設環境 
 ⇒ 学年段階の区切りに対応した空間構成、施設機能 
 ⇒ 異学年交流スペースの充実 等 

 ⇒ 教育課程や施設間の連携内容等に応じた施設環境を計画 
 ⇒ 施設間の教職員が連携できる管理関係室を計画 等 

 ⇒ 小中一貫教育を効果的に実施できる施設への転換 
 ⇒ 安全・安心な施設環境を確保 

 ⇒ 学校支援の取組等における利用を考慮し、活動拠点等を計画 
 ⇒ 児童生徒と地域との交流部分や地域への開放部分を計画 

● 小中一貫教育の取組形態の多様性に配慮しつつ、以下に 
 示す施設整備に関する課題について対応が必要 

 ⇒ ９年間の系統性・連続性のある教育活動を効果的に実施できる施設環境を確保することが重要 

 ⇒ 一貫教育に適合した学校マネジメントを可能とする施設環境を確保することが重要 

 ⇒ 小中一貫教育を実施する学校における活動を地域ぐるみで支える場を確保することが重要 

【施設の状況】 
・施設一体型校舎：13％（148件） ・施設隣接型校舎：5％（59件） 
・施設分離型校舎：78％（882件）   ・その他：4％（41件） 
                                  （施設一体型校舎と施設分離型校舎の併存等） 

本報告書は、文部科学省が開催する「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」において、 
中央教育審議会答申※や「学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）」等も踏まえ、 
小中一貫教育に適した学校施設の在り方について検討し、平成２７年７月に取りまとめたものです。 
 ※ 「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について」（平成26年12月） 

小中一貫教育に適した学校施設が効果的な小中一貫教育の実施に寄与 

１． ９年間一貫した教育活動に適した施設環境の確保 

２． ９年間一貫した学校運営に適した施設環境の確保 

３． 地域ぐるみで子供たちの学びを支える場としての施設環境の確保 



第２部 先行事例 

 第１部第３章第２「小中一貫教育に適した学校施設の計画・設計における留意事項」について、 
 １１校の先行事例を基に具体的内容を解説 

【第３章 第２-３】施設一体型の留意事項 

教育活動の一貫性確保への対応 

はるひ野小中学校 
「児童生徒の発達段階に応じた教室環境」 

春日学園 
「職員室、事務室を統合した校務センター」 

 【第３章 第２-４】施設隣接型・分離型の留意事項 

京都教育大学附属京都小中学校 
「隣接する施設をつなぐ連絡通路」 

東山泉小中学校（東学舎） 
「既存の中学校校舎の階段段差の改善」 

 【第３章 第２-５】既存学校施設の有効活用 

特別教室型から 
教科教室型へ改修 

 
府南学園（第一中学校） 
 

【第３章 第２-６】地域と共にある学校施設の整備 

地域ぐるみで子供たちの 
学びを支える場の確保 

 
湖南小中学校 

学校運営の一貫性確保への対応 

 （学年段階の区切りへの対応）  （職員室の一体的な利用） 

 （連絡通路の設置）  （階段の昇降に係る児童の安全性確保） 

小学校低学年用の教室環境は、教室を
中心に教科学習などが行われることに配
慮して、教室周りを充実させている 

小・中学校段階の教職員が、日常的に業
務の連携やコミュニケーションを取ること
ができるオープンな空間を確保している 

小中一貫教育の効果的な実施のため、
施設間を連絡通路で接続し、施設を一
体的に利用している 

児童が利用する階段について、安全に
昇降できるよう段差（けあげ）の寸法を小
さくする改修を行っている 

中学校段階においては、
生徒自らが主体的に学
ぶことを重視して教科教
室型に改修している 地域住民を招き、民話学習や 

茶道教室等が行われている 

[数学教室] 

[ホームベース] 
（生徒の居場所） 

[語り部の部屋] 

[郷土資料室] 

郷土が生んだ文学者
や芸術家等の作品を
紹介している 

安全性の確保 

飛島学園 
「しばふ広場」 

 （低学年児童用の広場等の計画） 

低学年児童が安心して遊べるよう、教室
に隣接するところに、遊具の設置とともに
芝生を整備している 

教育活動の一貫性確保への対応 学校運営の一貫性確保への対応 安全性の確保 

府南学園（第一中学校） 
「小・中学校合同の研修スペース」 

 （合同研修室の整備） 

学園（４小学校＋１中学校）の教職員が
合同で研修を行うため、中学校の余裕
教室に研修スペースを設けている 


